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市川市条例第  号 

市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例 

（市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

第２４条第２項中「修了した保育士」の次に「若しくは法第１８条の２９

に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。）」を加える。 

第２６条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第３０条第１項及び第２項、第３２条第１項及び第２項、第４５条第１項

及び第２項並びに第４８条第１項及び第２項中「保育士」の次に「又は地域

限定保育士」を加える。 

（市川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の



一部改正） 

第２条 市川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和７年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

  第２３条第１項中「保育士」の次に「又は法第１８条の２９に規定する地

域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。）」を加え、同条第２項及び

第３項各号中「保育士」の次に「又は地域限定保育士」を加える。 

（市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第３条 市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども

園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては学校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７

条の２第１項各号）」に改める。 

 （市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第４条 市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第３項第１号中「者」の次に「又は法第１８条の２９に規定する

地域限定保育士」を加え、同条第５項ただし書中「補助者」を「補助員」に

改める。 

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



理  由 

 

児童福祉法の改正による地域限定保育士制度の創設により、国の家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準等が改正されたことに伴い、関係条例

中の職員の配置に関する規定を整備するほか、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 



 


